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൘・張りࢴ・
張りࡳはఫ去を。

　自転ंはறྠ場へ。
①์置۠ࢭې域にࢭめて
　ある自転ंなどはఫ去します。
②チェーンロックされている
　自転ंは断してఫ去します。

外広告物の設置は
「౦ژ都外広告物例」に

基づき設置のڐ可が
必要です。

ಓ࿏やาಓに
はみ出したथなどが、

֗࿏౮・標ࣝなどにかかり
。険な場合がありますة
െ採などの適なཧを

お願いします。

日よけ・ひさしの
࿏上へのはみ出しは
ಓ࿏ཧ者のڐ可が

必要です。

品、ワゴンなどの
࿏上へのはみ出しは

ҧ法行ҝです。

り上͛ブロックを、
ಓ࿏上に置くことはできません。

าಓのり下͛設置工事を
お願いします。

　次のことがあったらಓ࿏課へ連絡を。
①֗࿏౮が日中౮・間ফ౮
②カーブミラーの֯度不ௐ
③֗࿏౮、カーブミラー、標ࣝの支பࠜ元の食
④ಓ࿏の݀あき、タイルのがたつき

ো ʢऀࣇʣʹ ؔ͢Δ֤छ੍ͷհ
 問 ো福祉課（ὸüøûôÿûÿü）
˙৺にোのあΔํͳͲखのڅࢧΛߦいます
ɹ৺にোのあるํোࣇをޢまたはཆҭͯ͠いるํͳͲをରに、Լදの௨りखを支څする੍があります。
ɹͳ͓、ᶃ～ᶆをࡏݱ受څத（支ࢭఀڅதをؚΉ）のํには、ฏùĀگݱಧを༣ૹͯ͠います。ࢦఆのظ日までにఏग़͠
ͯくͩさい。ະఏग़の場合、ॴಘ੍ݶ内であっͯ支ࢭఀڅͱͳります。

˙֤छҩྍඅॿの͝案内
ɹ市では、৺にোのあるํපのํをରに、Լදの௨り֤छҩ療අॿをߦっͯいます。

ɹ࣍のΠラスτのߦҝは҆શ・շదͳ
௨ߦの͛ͱͳります。ϧーϧをकり、
ಓ࿏を҆શ・҆৺にར༻で͖るΑ͏͝
。い͠ますئを͓ྗڠ
 問 ಓ࿏課（ὸüøûôÿûùø）

ɹɹ�ো ʢऀࣇʣख֓څࢧཁ
手当名 支給月額 手当の受給（申請）ができる方 備考

①特別障害者手当
※年₄回（₂・₅・₈・
₁₁月）払い
※申請月の翌月
から該当

₂₆,₈₁₀円

ù÷ࡀҎ্Ͱॏのো͕あΔͨΊৗੜ׆にৗ࣌ಛผͳհޢ
͕ඞཁͳํ
※おおむね身体障害者手帳₁・₂級程度、愛の手帳₁・₂度程度または
それらが重複している方。あるいはそれらと同等の疾病、精神障害
の方（支給には原則所定の診断書による判定が必要です）
※施設などに入所している方、病院または診療所に₃カ月を超
えて入院している方を除く

支給制限 受給者（申請
者）の所得や、配偶
者・扶養義務者の所
得が 表2 の制限額以
上である場合は、支
給されません
その他 詳細はお問い
合わせください

②障害児福祉手
当
※年₄回（₂・₅・₈・
₁₁月）払い
※申請月の翌月
から該当

₁₄,₅₈₀円

ù÷ࡀະຬͰॏのো͕あΔͨΊৗੜ׆にৗ࣌ಛผͳհޢ
͕ඞཁͳํ
※おおむね身体障害者手帳₁・₂級程度、愛の手帳₁・₂度程度また
はそれらが重複している方。あるいはそれらと同等の疾病、精神
障害の方（支給には原則所定の診断書による判定が必要です）
※施設などに入所している方、障害を支給事由とする給付（障害年
金など）を受けている方を除く

③特別児童扶養
手当
※年₃回（₄・₈・₁₁
月）払い
※申請月の翌月
から該当

1級…₅₁,₄₅₀円
2級…₃₄,₂₇₀円

ಐΛࣇະຬのࡀ÷に֘すΔùのᶃʙᶅいͣΕかఔのো࣍
ැཆしͯいΔまͨཆҭऀ
①身体障害者手帳₁ 〜 ₃級程度（₄級は下肢の一部）
②愛の手帳₁ 〜 ₃度程度
③上記の①②と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害
がある方
※支給には原則所定の診断書による判定が必要
※対象児童が施設などに入所している、障害を支給事由とす
る給付（障害年金など）を受給している方を除く

④重度心身障害
者手当
※毎月払い
※申請月から該当

₆₀,₀₀₀円
₆₅歳未満で重度の障害があり、常時複雑な配慮が必要な方※施
設などに入所している方、病院または診療所に₃カ月を超えて
入院している方を除く

支給制限 受 給 者（ 申 請
者）の所得や扶養義務
者の所得が 表2 の制限
額以上である場合は、
支給されません
その他 詳細はお問い
合わせください

⑤ 心 身 障 害 者
（児）福祉手当
※年₃回（₄・₈・₁₂
月）払い
※申請月から該
当

都制度 ₁₅,₅₀₀円 ₂₀歳以上で身体障害者手帳₁・₂級の方、愛の手帳₁ 〜 ₃度の方、
進行性筋萎縮症・脳性まひの方

支給制限 施 設 な ど に
入所している方、新
規で₆₅歳以上の方お
よび受給者（本人）の
所得が 表2 の制限額
以上である場合は、
支給されません
その他 詳細はお問い
合わせください

市制度

₁₂,₀₀₀円 ₂₀歳未満で身体障害者手帳₁・₂級、愛の手帳₁ 〜 ₃度の方、進
行性筋萎縮症・脳性まひの方、その他都制度非該当の方

₈,₀₀₀円 身体障害者手帳₃・₄級の方、愛の手帳₄度の方
₃,₀₀₀円 身体障害者手帳₁ 〜 ₄級と愛の手帳₁ 〜 ₄度の両方お持ちの方
₁₀,₀₀₀円 難病の方で都発行の難病医療券または医療受給者証をお持ちの方

表1

※重度心身障害者手当の所得は、左の本人欄のみで判定。₂₀歳未満は扶養者や同居人の所得で、₂₀歳以上は本人の所得で左の本人欄を使用して判定します。所得超過の場合は、
申請できません
※心身障害者医療費助成は左の本人欄のみで判定。₂₀歳以上は本人の所得、₂₀歳未満は加入医療保険の被保険者（世帯主）の所得。所得超過の場合は申請できません

ɹɹ�所ಘ੍ֹݶ

扶養数
特別障害者･障害児福祉手当･重度心身障害者手当
･心身障害者︵児︶福祉手当･心身障害者医療費助成 特別児童扶養手当

本人 配偶者および扶養義務者 本人 配偶者および扶養義務者

₀人 ₃,₆₀₄,₀₀₀円 ₆,₂₈₇,₀₀₀円 ₄,₅₉₆,₀₀₀円 ₆,₂₈₇,₀₀₀円
₁人 ₃,₉₈₄,₀₀₀円 ₆,₅₃₆,₀₀₀円 ₄,₉₇₆,₀₀₀円 ₆,₅₃₆,₀₀₀円
₂人 ₄,₃₆₄,₀₀₀円 ₆,₇₄₉,₀₀₀円 ₅,₃₅₆,₀₀₀円 ₆,₇₄₉,₀₀₀円

₁人増ごとに ₃₈₀,₀₀₀円 ₂₁₃,₀₀₀円 ₃₈₀,₀₀₀円 ₂₁₃,₀₀₀円

表2

ɹɹ�֤छҩྍඅॿ
制度名 内容 対象

心身障害者
医療費助成

食事療養費など保険適用外を除く医療費を
助成します。
住民税課税の方…本人の保険適用医療費の
自己負担が₁割、住民税非課税の方…本人
の保険適用医療費の全額

身体障害者手帳₁・₂級（心臓等内部障害は₃級まで）または愛の手
帳₁・₂度の方※₆₅歳以上で新規に身体障害者手帳を取得した方、
所得制限（注₁）を上回る方、後期高齢者保険証をお持ちの住民税
が課税の方、マル乳・マル子・マル親を受給中の方を除く

難病医療費助成

指定難病などに罹患している方の医療費の
一部を助成します。
所得に応じて負担割合が変わりますが、指
定難病に係る医療費が₂割負担となるほか、
所得に応じて月額自己負担上限額が設定さ
れます。

指定難病に罹患し、次のいずれかに該当する方①症状が厚生労
働大臣または都知事の定める程度である②前記①に非該当で「軽
症者」基準を満たし、申請した月以前の₁₂カ月間の申請した疾病
にかかる医療費総額が₃₃,₃₃₀円を超える月が₃カ月以上ある※い
ずれも認定基準（注₂）を満たさない方を除く。都単独難病の場合
は生活保護受給者を除く

特定医療費助成
対象疾病にかかる医療費を助成します。
・人工透析…月₁₀,₀₀₀円　・血友病…全額
・Ｂ型・Ｃ型肝炎…一部または全額（世帯
全員非課税の方）

慢性腎不全のため人工透析を行っている方。血友病、Ｂ型・Ｃ
型肝炎に罹患している方
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認を）を満たさな
い方、生活保護受給者を除く

自立支援医療

精神通院医療
精神疾患等の治療にかかる医療費の一部を
助成します（通院のみ）。

・精神疾患などにより通院している方
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認を）を満たさ
ない方を除く

更生医療
障害を軽減・除去するための医療で、日常
生活を回復・向上させる可能性が認められ
る医療費の一部を助成します。　　

・身体障害者手帳を所持する₁₈歳以上の方
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認を）を満たさ
ない方を除く

育成医療
身体に障害のある児童に対し、将来生活し
ていくために必要な能力を持たせるための
医療費の一部を助成します。

₁₈歳未満の市内在住者※所得制限あり
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認を）を満たさ
ない方を除く

小児慢性特定疾患
医療費助成

指定疾患の治療費の一部および入院時の食
事療養費の半額を助成します。

₁₈歳未満の市内在住者
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認を）を満たさ
ない方を除く

小児精神病入院
医療費助成

精神障害で入院を要する治療について、保
険適用内の医療費の全額を助成します※食
事療養標準負担額を除く

₁₈歳未満の市内在住者
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認を）を満たさ
ない方を除く

（注₁）心身障害者医療費助成は₂₀歳以上は本人の所得、₂₀歳未満は加入医療保険の被保険者（世帯主）の所得で判定。詳細は 表2 参照
（注₂）指定難病に係る認定基準は、厚生労働省 HP参照。市役所₂階障害福祉課でも配布。詳細は指定医に登録されている医師にご相談ください

表3

ルールで安全！マナーで安心！
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